
※記事の問い合わせは　総務課82ー1226・82ー1254・税務課82ー1224・住民福祉課82ー1221・保健衛生課82ー1777
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　　　            ５月の在宅当番医　
◎診療時間：午前9時～午後5時

心配ごと相談・行政相談
　合同相談所の開設

　日常生活でお困りの人は、相談所

を開設しますので、おでかけくださ

い。相談は無料で秘密厳守のうえ受

け付けています。

日　時　５月１７日（月）

　　　　午後１時～３時

場　所　役場１階　中会議室

問合せ　社会福祉協議会　 82-1238

　　　　役場総務課　　　 82-1226

   ２日　本　郷　医　院（内科・小児科）　　　　　東松山市　　22-0211
   ３日　平成の森 川島病院（内科）　　　　　　 川島町　049-297－2811
   ４日　森田クリニック（内科・外科）　　　　　　吉見町　　　53-2220
   ５日　本郷医院（内科・小児科）　　　　　　　　東松山市　　22-0211
   ９日　白井医院（内科・呼吸器科・放射線科） 吉見町　　　54-0062
１６日　さくら整形外科クリニック（整形外科） 小川町　　　71-6411
２３日　中村産婦人科（産婦人科・内科・小児科）   小川町　　　72-0373
３０日　木下医院（内科・外科・小児科）　　　　　小川町　　　72-0375

＊診療科目以外の受診については、他の医療機関を紹介することもあります。
   受診する際には、医療機関に電話連絡をしてください。

       乳  幼  児  健  康  診  査
日　時　５月２５日（火）　
　　　　◎ １歳６ヵ月児・３歳６ヵ月児　午後１時３０分～１時４５分受付
　　　　◎ ３～４ヵ月児・９～10ヵ月児　午後１時４５分～２時受付
場　所　保健センター
対象者　◎ １歳６ヵ月児
　 　　　　平成２０年９月１７日～同年１１月２５日までの出生児
　　　　◎ ３歳６ヵ月児
　 　　　　平成１８年９月１７日～同年１１月２５日までの出生児
　　　　◎ ３～４ヵ月児
　 　　　　平成２２年１月１日～同年２月２８日までの出生児
　　　　◎ ９～１０ヵ月児
　 　　　　平成２１年７月１日～同年８月３１日までの出生児
持参品　１歳６ヵ月児・３歳６ヵ月児
　　　　＝母子手帳、問診票、歯ブラシ、コップ

３～４ヵ月児・９～１０ヵ月児
＝母子手帳、問診票

※平成21年度まで行っていた２歳児健康診査が平成22年度より２歳６ヵ月児
　健康診査に変更になりましたので、９月まで２歳の健康診査はお休みです。
問合せ　保健センター　 ８２－１５５７

　　　ヘル歯―教室のお知らせ
日　時　平成２２年５月１３日(木) 午前１０時～１１時３０分 
場　所　城山保育園 
内　容　高野実先生の講話 『デンタルバイオフィルムって何だ？』

３歳児よい歯のコンクール表彰式
歯科衛生士さんによるエプロンシアター『ドラえもんとのび太くん』

対象者　保育園児とその保護者
３歳児よい歯のコンクール出場者および保護者
その他参加希望者

持ち物　歯みがき指導後の歯ブラシを入れる袋をご用意ください。
（歯ブラシは用意いたします）

問合せ　保健センター 　８２－１５５７

　　　　　　　（社）日本青年会議所主催

　　　　第４０回埼玉ブロック会員大会
日　時　５月２３日（日）午前９時３０分 ～ 午後５時
場　所　大東文化大学東松山キャンパスおよび埼玉県こども動物自然公園
内　容　青年会議所メンバーを対象とした式典・メインフォーラム・各種セミ
　　　　ナーと、一般の方を対象とした各種イベント・飲食ブース・地域の魅
　　　　力体感ブースなどで構成され、地域住民の方にも楽しんでいただける
　　　　大きなイベントです。
参加費　埼玉県こども動物自然公園 入園料 大人500円・小人200円
問合せ   （社）比企青年会議所  ホームページ http://www.hikijc.com
　　　　http://www.10jaycee.com/2010/kanto/saitama/

    身体障害者に対する
軽自動車税の減免について

　身体障害者（障害者と同一生計）

の方は障害の程度により軽自動車税

の減免を受けることができます。

　減免を受けようとする方は納期限

前７日（５月２４日）までに減免申

請書を役場税務課へ提出してくださ

い。なお、減免は１人につき１台の

自動車に限られていますので、普通

自動車税の減免を受けている方は軽

自動車税の減免は受けられませんの

でご注意ください。

　減免申請書を提出される方は添付

書類が必要となりますので、税務課

（　８２－１２２４）までご連絡く

ださい。

　　６月１日は
　「人権擁護委員の日」

　全国人権擁護委員連合会では、６

月１日を「人権擁護委員の日」と定

め、この日を中心として各市町村に

おいて人権擁護委員による人権相談

所を開設して、皆さんとともに一層

の人権尊重思想の啓発に努めること

を申し合わせております。

　本村においては、下記のとおり実

施いたしますので、ご相談にお出か

けください。

　　　　　　

日　時　６月１日（火）

時　間　午前１０時～午後３時

場　所　役場１階中会議室

問合せ　さいたま地方法務局東松山

　　　　支局　　 ２２－０３７９

　　　　総務課 　８２－１２２６


